
施工体制台帳の改定について 

 

三 好 市 

 

 

１ 対象工事 

 施工体制台帳の作成，提出及び備え置きの対象工事が，下請契約を締 

結する全ての工事に拡大（下請契約がない場合は作成不要） 

※従来は，請負対象金額 200万円以上の場合に，下請契約の有無に関わらず提出 

 

２ 提出時期 

   下請契約を締結したときは下請契約日から，内容に変更が生じたとき 

は変更が生じた日から，いずれも５日以内に監督員に提出 

※従来は，契約後 14日以内及び変更が生じた日から５日以内 

 

３ 記載項目 

①専門技術者 

  専門技術者の氏名，資格，担当工事内容を追加 

  ※専門技術者の資格及び雇用関係を確認するため，技術者取得資格証明書の写し 

及び健康保険証の写し等の提出が必要 

 

②保険加入状況（事業所整理記号等） 

  保険加入状況の確認のため，事業所整理記号等を追加 

 

③外国人就労者 

  外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の有無を追加 

 

④その他 

  下請業者が無許可業者，警備業者及び運搬業者の場合の記載方法等を 

注釈欄に追加 

 

４ 適用時期 

   新しい施工体制台帳は，平成 27年 10月 1日以降に契約する工事から適用 


























